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【注意書きを必ずお読みのうえ、  の中をご記入ください】 

富士電通株式会社 殿 

 

利 用 停 止 請 求 書 

   年   月   日 

氏 名 

住 所 

 

                            TEL 

連絡先 （連絡先が上記の本人以外の場合は、連絡担当者の住所・氏名・電話番号） 

 

 

 

 貴社の保有する個人データの公開に関する規定に基づき、私の個人データが、目的外の利用ある

いは不正な手段による取得、または私の同意なく第三者に提供されたため、下記のとおり情報の利

用停止を請求します。 

 

記 

1. 利用停止を請求する保有個人データの名称等 

（請求する保有個人データが特定できるよう、できるだけ具体的に記載してください） 

2. 利用停止の理由 （□印にレ印をつけてください） 

□ 目的外に利用されたため 

□ 不正な手段による取得のため 

□ 私の同意なく第三者に提供されたため 

 

 

※以下の欄は記入しないでください。 

処理欄 

 

通知方法〔郵便、電話、その他（            ）〕 

請求日 処理日 担当者 本人確認書類 備考 
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当社の「保有個人データ」の利用停止等の請求にあたって 

 

1. 請求の対象となる「保有個人データ」 

この請求の対象となる「保有個人データ」とは、「個人情報の保護に関する法律」第２条第５項

に規定されるものをいい、当社が、開示等の権限を有する個人データです。 

なお、同法律により、次に該当するものは請求の対象から除きますのでご了承ください。 

(１) その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるもの。 

① 個人情報の本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのあるもの 

② 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの 

③ 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は

他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの 

④ 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある

もの 

(２)６ヶ月以内に消去することとなるもの 

 

 

2. 請求者および代理人の確認にあたって 

この請求に際しては、請求する個人情報の本人であるかどうかの確認が重要となりますので、

本人の氏名と住所・生年月日が記載された本人確認書類（別紙参照）の中から１種類を選び、本

籍地、個人番号を伏字したコピーを同封してください 

 

 

3. 次に該当する場合は、この請求をお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。 

(１) 請求に係る個人情報の本人および第三者の生命、身体、財産その他の権利を害するおそ

れがある場合 

(２) 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

(３) 他の法令に違反することとなる場合 

(４) 本人確認ができない場合 

 

 

本人確認書類一覧 

    ①個人番号カード（個人番号通知カードではありません） 

    ②旅券(パスポート) 

    ③在留カード 

    ④特別永住者証明書 

    ⑤外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者又は永住者のものに限ります。) 
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    ⑥免許等 

・運転免許証・船員手帳・海技免状・小型船舶操縦免許証・猟銃・空気銃所持許可証・

戦傷病者手帳・宅地建物取引主任者証・電気工事士免状・認定電気工事従事者認定証・

特殊電気工事資格者認定証・耐空検査員の証・航空従事者技能証明書・運航管理者技

能検定合格証明書・動力車操縦者運転免許証・教習資格認定証・警備業法第 23条第 4

項に規定する合格証明書・警備員等の検定等に関する規則附則第 3条の規定による廃

止前の警備員等の検定に関する規則第 8条に規定する合格証 

 ⑦市町村と特別区で作成される住民票、戸籍謄本 

 ⑧官公庁や特殊法人等が発行した身分証明書で写真付のもの 

 ⑨健康保険、国民健康保険または船員保険等の被保険者証 

 ⑩共済組合員証 

 ⑪国民年金手帳 

 ⑫年金手帳 

 ⑬国民年金、厚生年金保険または船員保険に係る年金証書 

 ⑭共済年金または恩給等の証書 

 ⑮学生証、会社の身分証明書または公の機関が発行した資格証明書で写真付のもの(療育

 手帳、身体障がい者手帳等) 

 

※ご本人確認のための書類としてご提出頂く必要がございます。 


